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ワクチン接種のお知らせ
新型コロナウイルス感染症 ワクチンは

で接種できます
無料

※ 4 月 13 日時点の内容です。国の方針やワクチンの供給スケジュール等により変更になる場合があります。

令和 5 年春開始接種（5 ～ 8 月）について
　　町は、本年度の新型コロナワクチン接種について、令和５年春開始接種を 5 月 8 日から８
月 31 日まで実施します。
　接種費用は、全額公費負担により無料です。

接種対象者

初回接種（１～２回目接種）を完了している、次のいずれかに該当する
人
① 65 歳以上の人
②５～ 64 歳で
▶基礎疾患を有する人やその他重症化リスクが高いと医師が認める人　
※ 1
▶医療機関・高齢者施設・障がい者施設等の従事者

接種期間・回数 令和 5 年５月８日から８月 31 日までに１回

接種間隔 前回接種後 3 カ月以上

使用ワクチン ファイザー社またはモデルナ社（オミクロン株対応２価ワクチン）※ 2

※１　５～ 11 歳の人については、オミクロン株対応２価ワクチンによる追加接種の開始が他の世代に比べ
　　て遅かったことが考慮され、５月７日までにオミクロン株対応２価ワクチンを１回も接種していない場
　　合は、基礎疾患のない人でも８月末まで１人１回接種することができます。
※２　アレルギー既往歴等により、ファイザー社またはモデルナ社の新型コロナワクチン（mRNA ワクチン）
　　を接種できない人は、武田社の組替えタンパクワクチンによる追加接種日程を案内します。
　　　接種を希望する人は、５月 31 日までに保健福祉センター（☎ 44-4560）にご連絡ください。

【上記「接種対象者」に該当する人】

■ 65 歳以上の人
▶４月中旬以降、接種券を順次発送します。
▶予約については、町があらかじめ接種日時場所を指定します。

■ 12 ～ 64 歳の人
▶計５回の接種を完了した 12 ～ 64 歳の人には、４月中旬以降、接種券を順次発送します。※３
▶次頁下部の予約先へご自身で予約してください（日時場所は指定しません）。
▶上記以外の人で、令和５年春開始接種を希望する人は、次頁のいずれかの方法で接種券の
　発行申請が必要になります。
※３　接種券の送付を受けた人で、令和５年春開始接種の対象にならない人は、令和５年秋開始接種（９月
　　以降に実施される、基礎疾患のない人も対象にした追加接種）の際に同接種券を使用できます。大切に
　　保管してください。

問・予約先　新型コロナウイルスワクチン問い合わせセンター（コールセンター）
　　　　　　☎ 0120-800-417　（受付時間：平日午前 9 時 30 分～午後 4 時）
　　 　　　　　※予約時には、お手元に接種券を用意してお掛けください。

未接種の接種券がお手元にある人への接種券発送・接種日時場所の指定は予定していま
せん。紛失等により接種券をお持ちでない人は、保健福祉センター（☎ 0197-44-4560）
に問い合わせください。

◇令和５年春開始接種に係る接種券の発行申請方法

　次のいずれかの方法により、接種券の発行申請を行ってください。
　発行申請を受けた接種券は、申請受理後原則２週間以内に発送します。

インターネットによる電子申請

記載の URL または二次元バーコードから専用のイン
ターネット申請受付フォームに申請してください。
■ 18-64 歳用
https://logoform.jp/form/QZQz/240401

　　　　　　　　　　二次元バーコード▶
■５-17 歳用
https://logoform.jp/form/QZQz/244399

　　　　　　　　　　二次元バーコード▶

町コールセンターへの電話申請
☎ 0120-800-417

【受付時間】 午前９時 30 分～午後４時（平日のみ）

　令和 4 年 9 月 20 日から開始された「令和４年秋開始接種（全ての 12 歳以上を対象とする
オミクロン株対応２価ワクチンによる１人１回の追加接種）」は、法令上、令和５年５月７日（町
の最終日程：４月 27 日㈭、予防医学協会県南センター）で終了します。令和４年秋開始接種
を希望する人は、同日程内で接種を受けてください。

現在実施されている令和 4 年秋開始接種の期間について
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■５～ 11 歳の人
▶４月中旬以降、接種券を順次発送します。
▶下記の予約先へご自身で予約してください（日時場所は指定しません）。
●５月７日までにオミクロン株対応２価ワクチンを１回接種済の人で、基礎疾患がある人につ
いては、８月末までにもう１回、オミクロン株対応２価ワクチンによる接種を受けることがで
きます。その場合は、下記のいずれかの方法で接種券の発行申請が必要になります。


